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(1) 

胡タ 議会だよリ

不
信
任
に
対
し
、
市
長
は
、
今

い

ず

れ

も

当

局

の

原

案

の

と

お

後

ど

の

よ

う

な

政

治

盗

勢

で

市

り

承

認

レ

た

し

ま

し

た

。

正
眼
に
臨
む
の
か
、
今
回
の
行
政
一
切

五
月
臨
時
会
に
お
い
一

一一
状

一

建
設
経
済
委
員
会

一
責
任
に
つ

い
て
は
、
単
に
文
必
一
白

て

当
安
員
会
に
付
託
さ
一

一
の
管
理
、
監
督
上
の
責
任
な
り
一
彫
れ
た
議
案
は
、
議
案
第
一
当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し

τ、
さ
ら
に
市
長
は
三
者
会
主

-C
三
十
五
号
専
決
処
分
に
一
た
議
案
第
三
十
九
号
昭
和
五
十

一
の
有
無
に
つ
い
て
明
確
な
答
弁
一

一目
ト
つ
い
て
ハ
甲
府
市
市
税
一
四
年
度
甲
府
市
農
業
共
済
事
業

開

滋
築
第
三
七
号
お
よ
び
一
を
す
べ
き
で
あ
る
が
ど
う
か
。

-
S
4

一

一

一

委

条

例
の
一
部
を
改
正
す
一
会
計
補
正
予
算
(
第
一
号
)
で

議

集

第

三

八

号

は

、

市

長

が

一

一

一

一

一

る

条

例

制

定

に
つ
い
一
あ
り
、
全
員
異
議
な
く
承
認
い

「
三
者
会
談
」
事
件
に
関
し
そ
一

答

刑

事

事

件

そ

の

も

の

に

一

一

一

一

て

〉

他

三
件
で
あ
り
、

一
た
し
ま
し
た
。

の
責
任
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
一
つ
い
て
は
、
す
で

に

検

察

当

局

一

一

一

一

J

、，

f
、
一
〈
，
，

、，
一
正
予

f
-
J

、，
e

，、

一
，

る
た
め
、
市
長
が
自
ら
の
給
与
一
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
お
一

一
致
で
堀
内
光
雄
氏
〈
公
明
党
〉
一
を
減
給
す
る
た
め
の
も
の
で
、
一
り
で
あ
り
、
市
民
も
十
分
理
解
一

繊

蛤

監

査

委

員

に

一
四
月
分
に
つ
い
て
は
議
会
を
招
一
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
が
、

一

に

同

意

し

ま

し

た

。

一

一

一

一集
す
る
暇
が
な
か

っ
た
の
で
専
一
政
治
的
、

行

政

官

言

語

一

堀

内

光

雄

氏

常

任

餐

員

会

の

構

成

は

こ

の

一

一

一

一
決
処
分
と
し
、
六

・
七

月

分

に

一

山

出

し

て

い

る

。

一

後
に
行
わ
れ
、
さ
ら
に
二
組
合
一
つ
い
て
は
五
月
臨
時
会
に
提
案
一
政
治
的
な
責
任
に
つ
い
て
一

h
!

v
一
甲
府
市
立
西
中
喜
卒

一

一

一

h
.
.
 ，p
r
t九

aF員
一甲
府
市
議
会
議
員
=
一
期
、
市
議

議
員
の
選
挙
、
市
長
提
出
の
専

τて
条
例
を
一
部
改
正
し
、
そ
一
は
、
す
で
に
市
民
の
審
判
を
あ
一

h
J昨

h'，

E一

決
処
分
三
件
、
条
例
一
部
改
正
一
れ
ぞ
れ
月
哲
一
一
分
の
一
を
減
一
お
ぎ

行
政
的
な
責
任
に

つ
い

ム

"

で

主

的

抗

日

間

]
M
M
M
L

一額
す
る
と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
一て
は
、
一
定
期
間
無
報
酬
と
い
一

a'
t
F¥
h
h
a
司

内

一

一
件
、
補
正
予
算

一
件
、

を
一

一

一

a-v!
司

堀

一
員
会
各
委
員
長
を
歴
任

一に
対
し
専
決
処
分
を
し
た
こ
と
一
う
こ
と
も
考
え
た
が
、
法
的
主

一団
体
役
員

決
め
、
初
帥
副
会
の
使
命
と
し
て
一

一

一

一

一で
三
者
会
談
の
問
題
の
資
任
を
一
問
題
等
も
あ
り
、
上
級
機
関
の
一
議
会
選
出
の
監
査
委
員
樋
旦

I
l
i
l
l
il
i
-
--

五
月
臨
時
会
は
、
新
議
会
が

一行
わ
れ
た
議
長
選
挙
の
結
果
は
、
一
果
は
、
の
議
会
構
成
を
終
わ
る
と
と
も
一取
っ
た
と
考
え
て
い
る
の
か
、

一指
導
者
仰
ぐ
な
か
で
判
断
と
精
一
氏
の
任
期
満
了
に
伴
い
、
一

-EE----a
，..
 

タ

1
4
2当
つ
て
の
正
一

小
河
原
正
平
〈
政
和
き
一
一
一

杢

に

、

市

長

提

出

撃

の

審

議

を

一

ま

た

、

三

か

月

一

一

分

の

石

根

た

。

十

新

た

に

堀

内

光

雄

氏

を

選

任

す
一
回

E
劃
酢
脚
睦
圃

副

議

長

選

挙

、

常

任

委

員

の

選

一

士

一

一

票

一

十

一

一

票

一

全

て

終

了

し

、

五

月

臨

時

会

を

一
拠
は
な
に
か
、
今
回
の
市
長
亙
今
後
行
政
の
執
行
に
あ
た
っ

一る
議
案
が
今
臨
時
会
に
提
出
さ
一

鑓

出

複

案

と

一

一

一

z

一で
は
、
主
に
市
長
の
政
治
姿
酬
と
て
は
、
不
信
を
抱
か
れ
る
こ
土
れ
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
岡
高
品
一

任
な
ど
議
会
融
構
成
を
主
に
行
う
一

で
第
六
十
代
議
長
に
小
河
原
正
一で
、
第
七
十
一
代
副
議
長
に
は
一
閉
会
し
ま
し
ず

一

一

一

す

る

こ
と
こ
決
し
ま
し
た
。

一

そ

の

結

果

一

一

一

一が
関
わ
れ
、
選
挙
の
結
果
三

O
一
の
な
い
よ
う
職
員
と
一
体
と
な
一
l

一

議
会
で
あ
り
ま
す
。

一平
氏
が
当
選
さ
れ
ま
し
た
。
一
石
丸
あ
き
じ
氏
が
当
選
さ
れ
、

一
な
お
、
本
会
議
で
の
質
疑
の
一0
0架
の
白
烈
と
四
万
四

0
0っ
て
民
主
的
か
つ
公
正
な
市
旦
(
堀
内
光
雄
氏
の
略
歴
〉

一+

承

認

ま
ず
、

最
年
長
議
員
の
長
瀬
一
次
に
、
新
議
長
の
も
と
で
行
一
ま
た
、
市
長
か
ら
提
出
さ
れ
た
一
内
容
と
当
局
答
弁
は
、
次
の
と
一O
票
の
反
対
裂
が
あ
り
、
こ
旦
を
執
行
し
て
い
く
考
え
で
あ
一
甲
府
市
背
沼
一
丁
目
ニ
二
番
人
一第
お
号

専
決
処
分
に
つ

い
て

正
左
衛
門
臨
時
議
長
の
も
と
で

一わ
れ
ま
し
た
副
議
長
選
挙
の
結
一
議
会
選
出
監
査
委
員
に
は
全
会
一
お
り
で
す
。

一

投

票

者

の

四

三

パ

ー

セ

ン

ト

の

一

る

。

一

号

一

(

甲

府

市

市

税

条

例

の

一
部
を

圃

2

1
2ZEE-BEE-EZE--25i
i
!
?
z
i
a
i
?
i
j
i
i
i
!
i
i
i
?
1
i
i
i
i
i5

i
!
i?
5
:
i
:
2J
E改正
す
る
条
例
制
定
に

つ
い

『

-

欄

て

か
ら
三

O
余
年
を
迎
え
地
河
口
市
長
は
、
こ
の
新
L
い
が
あ
る
と
存
ず
る
次
第
で
あ
い
る
こ
と
が
市
政
発
展
の
道
叫
竺
一て〉

て

…

正

副

議

長

就

任

あ

い

さ

つ

れ

れ

ば

京

日

印

税

関

見

ド

ペ

一

け

い

う

主

要

な

時

回

日

れ

れ

比

均

一
一

3
専
決
処
分
に
つ
い
て

j

'

も

岨

一
(
昭
和
五
十
三
年
度
甲
府
市

一

加

に

今

日

大

き

な

転

換

期

を

迎

実

現

の

た

め

昭

和

五

十

三

年

に

正

副

拙

副

長

と

い

う

要

職

に

市

民

の

皆

さ

ん
、
弘
と

醐
一

一

l

v

t
栄
誉
あ
る
甲
府
市
級
会
議
長
か
え
て
お
り
ま
す
。
度
を
初
年
度
と
し
た
十
か
年
就
任
い
た
し
、
い
ま
さ
ら
な
未
熟
な
が
ら
も
二

O
万
市
民
一

一般
会
計
補
正
予
算
(
第
七
号
)〉

i

叩

‘、
岨
守
r

rh

，M

並
び
に
副
議
長
の
要
職
に
つ
一
方
我
が
国
の
経
済
も
諸
問
の
「
甲
府
市
新
総
合
計
画
」
が
ら
私
ど
も
に
諜
せ
ら
れ
た
の
た
め
に
住
み
よ
い
豊
か
な
竺
第
幻
号

専
決
処
分
に
つ
い
て

古
町
一
J
P
4州
制
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
こ
と
外
国
か
ら
は
、
貿
易
黒
字
に
議
会
の
協
賓
の
も
と
に
策
使
命
の
重
大
さ
を
痛
感
い
た
ま
ち

H

う
る
お
い
の
心
で
む
一

一
(
特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
も

州向，L
a
p
、

川

河

は
、
私
ど
も
身
に
余
る
光
栄
対
す
る
厳
し
い
批
判
を
受

定
し
市
民
の
す
べ
て
が
健
康

副
議
長
は
石
丸
あ
き
じ
氏

総
務
委
員
会

議
長
に
小
河
原
正
平
氏
当
選

市
長
の
給
与

減
額
を
可
決

予補

算正

な

ど

専

決

処

分

を

承

認

市
議
会
改
選
後
の
初
議
会
で
あ
る
臨
時
市
議
会
は
、
五
月
十
六
日
に
招
集
さ
れ
、
正
副
議

長
な
ど
新
議
会
の
構
成
と
市
長
提
案
六
件
に
つ
い
て
二
日
間
に
わ
た
り
審
議
し
ま
し
た
。
正

副
議
長
選
挙
は
、
投
票
の
結
果
、
議
長
に
は
小
河
原
正
平
氏
〔
政
和
会
〉
が
、
副
議
長
に
は

石
丸
あ
き
じ
氏
(
共
産
党
)
が
そ
れ
ぞ
れ
当
選
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
四
つ

の
常
任
委
員
会
の

委
員
も
選
任
し
、
市
長
提
案
の
議
案
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
決
め
ま
し
た
。



(2) 昭和 54年 6月1日りよアごh、
:z:;; 議市府甲第 4 1号

7 他の・置の意思を情聴し楠肘するニと
8 責任を回避Lないニと
9 利己的行動を Lないニと
1日 選挙の公正を糊するニと
11. .舎の権限を逸脱しない二と
12 執行機関と協力 Lて行政の成績を事げる

ニとに務める こと

一(注 )持活只の写真欄は氏名 年齢.住所.当
選同教職業. Ht隠 ltt泊客号、議 席1m

新 議員 の横顔(法学博士田口弼一氏のことばより )
住民の章構を念とすること
民主主義の観念を金骨すること
住民の幸福になるニとを聞査するニと
代理慢の観念金書骨すること
厳正公平なるよニと

'圃長を草敬 L、織畏を中心と Lて行働す
ること

議員の任務12ヵ条

1
2
3
4
5
6
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当ん

選に 選
まて
し次 ... 

お '

O
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
蛾
直

ロ
議
正
左
荷
門
上
田
英
文

原

田

正

八

郎

市

村

輝

国

込

山

貴

雄

師

晶

画

唱
込
徳

一

宮

島

雄

展

岡

田

陣

山

中

酷

芳

白

井

成

夫

小

沢

政

事

O
甲
府
市
玉
穂
村
申
牢
枚
組
合
館
員

上

田

英

文

市

村

理

弼

頗

品

助

岨

込

徳

一

宮

島

雅

展

岡

田

修

白

井

成

夫

三

井

五

郎

勧み
主
さ
ん
が
選
ん
だ
代
置
場
で
あ
る

醜

H
円
活
動
を
充
分
理
解
す
る
た
め
に

も
ぜ
ひ
融
会
を
陣
砲
し
ま
し
ょ
う
.

生
お
次
回
は
六
月
開
催
の
予
定
で

す、

市
議
会
を

傍
聴
し
ま
し
ょ
う



寸
ー
一l
」
l
J
|
一l
lF

Z1
一一
か

伺

い

た

い

。

る

。

融

資

条

件

は

、
最
高
五
十
一
い
く
o
特
に
被
服
の
支
給
及
び

一

一

一

一

一
一
回

一一

答
小
川
手
校
第
一
掌
年
の
四
一
万
円
ま
で
、
年
率
六

・
四
八
・
二
山
付
地
帯
の
出
動
手
当
等
に
つ

一日
一会一

一
一

一郎

一一
十
人
ク
ラ
ス
編
成
に
伴
い
必
要
一
1
セ
ン
ト
、
五
年
以
内
の
期
間
一
い
て
は
、
今
後
十
分
検
討
を
す

五

一員
一
一
一

一特

一一
と
す
る
教
室
は
七
ク
ラ
ス
と
な
一で
返
済
、
保
証
人
一
名
を
た
て
王
。

一分
一委
一
一
一

一
各
会
一
一

一

一

一春
一
別
一

一
一

仁
閉
一一
る
が
、
そ
の
う
ち
プ
レ
ハ
ブ
で
一
る
こ
と
o

対
象
者
は
、

中
小
企
一

公
債
費
の

一(
一
特
一

一

一
議
!
と
対
応
す
る
も
の
は
四
教
室
で
あ
一
業
従
事
者
全
部
で
あ
る
。
一

一純
一刊
一
。
一
点
会
制

一
7
0

一
大
規
模
地
震
に
対
す
る

一

言

的

見

通

し

は

向

担

任

一担

口

一一
で
時
比
一
一
日
刊
行
司
の
中
一

地
域
防
災
に
つ
い
て

下

川
、
刊
川
町
刊
昨
日
れ
町

一一
2

2
一2
一2
一2

1

一

こ
れ
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
一

聞

大
規
模
地
震
対
策
特
別
一
余
と
な
っ
て
、
前
年
対
比

一
五

予
定
で
あ
る
。
ま
た
、
水
が
限

一

一

一

1

1

r

ト
L
I
-
-
一

一

ニ

一

・
二
七
パ
ー
セ
ン
ト
の
伸
長
率

一

聞
き
、
由
緒
あ
る
遊
他
公
園
一の
あ
っ
せ
ん
、
健
康
維
持
の
増
一
ッ
ク
に
つ
い
て
は
、
疾
病
の
早
一
て
県
の
財
政
援
助
措
置
を
要
請
一
措
置
法
が
昨
年
制
定
さ
れ

T
一

り
あ
る
貴
重
な
資
源
で
あ
る
こ
一

一

一

一

一

一

を

示

し

て

、
市
財
政
ほ
厳
し
い

と
は
、
?
の
人
に
認
識
さ
れ
一
日
日
計
一
え
ゴ
い
三
げ
は
極
的
に
差
し
て
い
き
一四

日

日

比

礼

町

れ

は

は

一

じ

い

立

即

時

以

内

一

川

十

時

計

日

訪

問

一

状

況

下
に
あ
る
と
思
う
が
、
今

節
水
型
社
会
に
移
り
つ
つ
あ
一

一

一

一

一

一

後

の

財

政

運

営

の

見
通
し
は
ど

一

一
次
に
、
独
居
老
人
、
ね
た
き
一
の
で
、
対
象
年
令
を
四
十
才
か
一
レ
状
況
で
あ
る
の
で
、
本
市
と
一
が
あ
る
か
o

さ

ら

に

ご

の

対

応

一

凶

り
、
本
市
に
お
い
て
も
、
現
在
一
老
人
対
策
に
積
極
策
を

一
り
老
人
対
策
に
つ
い
て
は
、
家
一ら
六
十
才
ま
で
と
し
た
の
は
、

一し
て
は
、
何
ら
か
の
措
置
を
講
一
策
に
つ
い
て
示
せ
。
ま
た
、
今
一
;

断
水
、
減
木
は
な
し
ヵ
、
将
来
一

一

一

一

一

£

一

答

公
債
比
率
は
年
々
増
加

一

一
庭
奉
仕
員
の
年
次
計
画
に
よ
る
一運
営
協
議
会
の
容
申
、
他
都
市
一ず
る
よ
う
今
後
も
引
続
い
て
強
一
後
一
用
地
域
防
災
が
重
大
と
f
一

構
想
を
も
合
め
資
源
を
大
切
に

一

一

一

一

一

一

し
て
い
る
が
、
類
似
都
市
か
ら

一

間
在
宅
老
人
の
生
き
が
い

一増
員
、
入
浴
車
の
派
遣
、
愛
の

一の
実
施
状
況
な
ど
を
勘
案
し
て
↑
力
に
働
き
か
け
て
行
〈
考
え
で
一
る
と
き
に
あ
た
り
、
消
防
団
の
一

す
る
省
エ
不
ル
ギ
l
対
策
に
努

一

一

一

一

。

↑

一比
較
す
る
と
本
市
の
場
合
は
、

一対
策
を
ど
の
様
に
考
え
て
い
る
一ベ
ル
設
置
、
老
人
福
祉
屯
話
へ

一制
限
し
た
も
の
で
、
今
後
に
お
一あ

る

一

運

営

は

他

都

市

に

比

較

し

て

低

一

め
て
い
る
。
さ
ら
に
荒
川
ダ
ム

一

一

一

一

一

‘

、

t
一
そ
の
率
は
低
く
、
財
政
運
営
上

完
成
後
の
ダ
ム
建
設
に
つ
い
て

一

f
ハ
ま
た
、
独
居
老
人
、
寝
一の
加
入
摘

m
Z実
施
し
て
い

一い
て
は
、
六
十
五
才
か
ら
の
者
一

勤
労
者
生
活
安
定
資
一
下
し
て
い

jiTる
が
ユ
の
支
障
を
き
た
す
よ
う
な
状
態

新
総
合

富

一
は
、
ま
だ
計
図
は
な
い
が
、
他
一れ

Uひ
ぽ

れ

わ

じ

一日

十

日

f
れ
れ
[
町
げ
ぜ
い
は
辻
村
山
河
川
町

U
M
一

金
融
資
に
つ
い
て

一

d
J
uト
ζ

中
央
防
災

L
で
は
な
い
o

し
か
し
、
今
後
は

五
十
三
年
度
の
成
果
は

一の
河
川
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
タ

一か
伺
い
た
い
。

一
、
り
ょ
。

一の
主
コ
十
、

PIE
-円、
、
。

一

間
勤
労
古
一
福
祉
行
政
と
し
一
議
に
お
い
て
、
指
定
す
べ
き
地
慎
重
に
対
処
す
る
。
ま
た
、
国

岡
市
民
の
大
き
な
批
判
」

間

昭
和
五
十
三
年
度
当
初
一
わ
れ
叫
れ
日
れ
れ
ば
一

答
人
口
の
仙
令
化

i
U
1
yグ
の
対
象
年
令

一

f
i
l
lJUL
て
、
告
安
定
資
金
二
千
万
円
一
号
検
討
を
急
い
で
お
り
、
土

行

日

制

民

間

す

け

日

日

弓

日

一れ
U
U主
将

町

立

効

用

が

大

き

い

の

で

充

守

検

討

下

計

竹

内

川

口

一
四
十
才
か
ら
六
十
才
ま
で

一
級
増
プ
レ

ハ
ブ
で
対
処

一日

日

立

引

一

六

口

一

当

日

訪

日

川

ぷ

本

市

に

お

い

て

も

一

層

の
努
力

断
念
も
表
明
す
る
こ
と
が
、
市
一

タ
l
卜
し
た
が
、

一
年
を

T一
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
老
人
に
対
す
る
生
き
が
い
対
策

一

間
人
間
:
ク
の
対
象
者
一

間
以
は
新
年
度
か
ら
小
学
一か
。

一
市
こ
つ
い
て
は
五
月
頃
、
追
加
一
を
す
る
考
え
で
あ
る
。

民
に
対
し
、
責
任
を
と
る
こ
土
し
て
そ
の
成
果
を
ど
の
よ
う
一

市
立
動
物
園
五
+
七

一に

は

万

苦

悶

し

て

ま

い

ょ

を

四

十

ま

兵

主

主

去

の

空

言

自

1
2
一
5
4
2宅

、
五

さ

i通
し
で

20
十
l

i

-

-

，

は

な

い

か

。

一

に

評

価

し

て

い

る

か

o

一

年
度
移
転
を
計
画

一レ
。

一
年
令
制
限
を
し
た
根
拠
は
何
一編
成
と
す
る
こ
と
と
し
、
市
一中
小
零
細
企
業
従
事
者
に
宝
ム
指
定
を
受
け
た
場
合
は
、
防

主

人

権

擁

護

委

員

答
三
選
出
馬
の
事
え
に
つ
一
答
昭
和
五
十
=
一年
度
予
算
-
間
動
物
園
移
転
に
つ
い

一

ま
ず
、
環
境
芋
の
整
備
充
実
一
か
。
ま
た
、
老
人
医
療
無
料
と
一は
そ
の
範
殺
を
プ
レ
ハ
ブ
控
設

一る
生
活
安
定
資
金
の
凪
資
制
度
一
強
化
計
画
の
作
成
を
義
務
づ
旦

候

補

者

を

推

薦

い
て
は
、
私
は
市
政
を
誠
心
旦
は
、
新
総
合
計
画
の
ス
タ
ー
ト

一て
o

移
転
に
対
す
る
基
本
笠
を
図
る
た
め
、

福
祉
セ
ン
タ
ー
一
な
る
六
十
五
才
ま
で
広
げ
ら
れ
一に
よ
り
対
応
す
る
と
い
う
。
県
一の
実
現
は
、
強
く
望
ま
れ
て
い

一ら
れ
る
の
で
、

早
急
に
作
成
し
一
-

一月
十
四
日
を
も
っ
て
任
期

意
や
っ
て
き
た
。
市
民
の
事
旦
の
年
で
あ
り
、
同
時
に
中
期
市
一と
、
そ
れ
に
伴
う
跡
地
利
用
、
一の
新
設
、
老
人
憩
の
家
の
整
備
一な
い
か
。

が
そ
の
財
政
媛
助
拾
一
胞
を
と
る
一る
o
市
と
労
働
金
廊
が
そ
れ
ぞ
一
対
処
す
る
考
え
で
あ
る
。
一

を
受
け
、
そ
れ
に
応
え
る
五
政
執
行
方
針
に
基
づ
く
根
幹
事
一
ま
た
建
設
場
所
を
伺
い
た
い
。

一拡
充
、
老
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昭和国年度当初予算決まる
政策的予算は 6月まで一部留保

三
月
定
例
市
議
会
は
、
三
月
九
日
に
招
集
さ
れ
、
会
期
を
二
十
六
日
ま
で
と
決
め
、
市
長

か
ら
提
出
さ
れ
た
昭
和
五
十
四
年
度
甲
府
市
一
般
会
計
予
算
案
な
ど
=
一
十
二
件
、
人
事
案
件

二
件
、
諮
問
一
件
、
議
員
提
案
一
件
を
審
議
し
ま
し
た
。
こ
の
結
果
、
一
般
会
計
二
百
二
十

三
億
一
千
七
百
四
十
六
万
八
千
円
の
予
算
及
び
、
議
会
の
議
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
専
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
は
、
賛
成
多
数
で
、
他
の
予
算
・
条
例
案
は
、
全
員
異
議
な
く
当

局
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。
ま
た
、
人
事
案
件
二
件
、
諮
問
一
件
に
つ
い
て
も
、
全

員
異
議
な
く
同
意

・
推
薦
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
議
員
提
案
の
「
市
長
の
証

言
内
容
等
に
関
す
る
調
査
に
つ
い
て
」
は
、
賛
成
少
数
で
否
決
し
、
十
八
日
間
に
わ
た
る
会

期
を
閉
じ
ま
し
た
。

s・宣・雨量四F.III=.r.

今
期
最
後
の
一
般
質
問
は
、
十
二
日
か
ら
十
四
日
ま
で

の
三
日
間
に
わ
た
り
、

議
沢
茂
(
市
政
ク
)
、

臼
井
成
夫

(
自
民
党
)
、
風
間
良
典
ハ
社
会
党
)
、
堀
込
徳

一
(公

明
党
)
、

石
丸
あ
き
じ

(
共
産
党
〉
の
五
議
員
が
、
各
党

派
を
代
表
し
て
、
市
長
の
政
治
姿
勢
、
市
長
の
三
選
出
馬

問
題
、
新
長
期
総
合
計
画
、

水
道
行
政
、

公
園
整
備
事

業
、
教
育
行
政
等
、
当
面
す
る
市
政
の
問
題
点
を
中
心
に

活
発
な
質
問
を
展
開
し
ま
し
た
。
そ
の
主
な
内
容
は
次
の

と
お
り
で
す
。

一選
出
馬
間
短
に
つ
い
て

〉



一

し

た

の

に

対

し

、

都

市

計

画

街

一

を

明

確

に

す

べ

き

で

あ

る

と

一

指

導

要

綱

は

生

か

し

て

い

く

こ

て

い

く

よ

う

要

望

し

ま

し

た

。

一

一

路

事

業

に

つ

い

て

は

、
県
と
タ

一し
、
具
体
的
に
は
、
荒
川
ダ
ム

一と
が
明
示
さ
れ
、
信
玄
公
ま
つ
歳
入
に
つ
い
て
は
、
税
に
対
一

一

イ
ア
ヅ
プ
し
て
前
提
要
件
で
あ
一の
負
担
金
の
問
題
、
大
き
な
子
↑
り
の
あ
り
方
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
市
民
の
認
識
を
高
揚
し
、
一

一

る

国

の
予
算
獲
得
の
た
め
の
努
一算
を
必
要
と
す
る
下
水
道
事
業
一
す
る
よ
う
意
見
が
出
さ
れ
、
ま

的
確
な
課
税
存
体
の
把
僅
の
た
一

採
択
さ
れ
た
も
の

一

力
を
し
て
い
く
。
交
通
緩
和
策
一
へ
の
県
の
行
政
的
配
慮
、
都
市
一た
、
中
小
企
業
団
体
中
央
会
、
め
青
色
申
告
宣
言
都
市
の
宣
言
一

一

一

一

〔

総

務
委
員
会
〕

当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
、
昭
和
五
十
四
年
度
甲
府
市
一
般
会
計
予
算
を
は
じ
め
と
す
る

一

と
し
て
現
在
荒
川
橋

η
拡
幅
を
一
日
計
画
事
業
の
お
く
れ
、
特
に
六
一
観
光
協
会
等
に
対
す
る
補
助
金
を
行
う
よ
う
世
望
し
ま
し
た
。
一

各
特
別
会
計
予
算
十
議
案
に
つ
い
て
、
三
月
十
七
日
か
ら
二
十
四
日
ま
で
の
間
五
日
に
わ
た

一

混
一し
て
い
る
が
、
西
日
校
と
中
央
一
十
一
年
国
体
に
佳
点
を
合
わ
せ
一
を
増
額
す
る
要
望
も
出
さ
れ
ま
特
別
会
計
で
は
、
特
に
下
水
一O
市
立
図
書
館
且
び
地
場
文
庫

り
、
慎
重
に
審
査
し
ま

し

た

経

過

と

結

果

に

つ

い

て

報

告

し

ま

す

。

一

状
一高
校
の
間
に
歩
道
橋
を
巡
回
棋
士
て
制
部
に
わ
た
る
問
題
点
を
旦
し
た
。

道

事
業
に

つ
い
て
、
当
局
か
↑の
藍
備

・
充
実

(
甲
府
市
池
田

五
姿
勢
で
市
政
を
執
行
す
る
と
一組
織
を
設
位
す
る
こ
と
に
は
協
一

日
一る
予
算
を
計
上
し
た
。
更
に
今
一と
折
衝
し
て
レ
く
必
要
が
あ
る
一

土
木
質
で
は
、
払
い
下
付
市
ら
、
大
津
終
末
処
理
場
の
連
主
一
円
l
J
み
ど
り
文
賄

・
丸
茂

日

一

‘

v
h
.
V長

一
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。
一
力
す
る
考
え
で
あ
る
。
一

目

宮

、

千

秋

橋
の
下
に
新
L
L
Y、
要
望
す
る
窓
見
が
出
さ
れ
一
営
住
宅
地
内
の
道
路
、

裂
の
一
は
五
十
五
年
八
月
を
予
定
し
て
一

1
5

引か一

-Ru--、
Jq，

員
一
更
に
商
工
行
政
に
、
よ
り
力
一
次
に
、
住
民
参
加
市
政
あ
る
一

会
一

橋

の

建

設

を

検

討

し

て

い

る

よ

ま

し

た

。

↑

管

理

の

明

確

化
、
身
障
者
住
宅
レ
る
と
の
説
明
が
あ
り
、
快
適
一

〔
告
経
済
委
員
会
〕

判
語
証
言
れれ万
一日間該当一

明一
U
M
M

リ
ー
ド
す
会計予算の審査

一
じ
い
が
日
付
刊
誌
訪
日
一科技諸
島

一

ー

ー

司

E
E
出
、
中
小
企
業

・
零
細
業
者
一は
、
建
設
費
補
助
の
み
で
な
一

刷
一村
混
泉
、
千
代
田
湖
、
グ
リ

1
一

一
般
会
計
に
つ
い
て
、
警
官

τょ
う
要
望
し
ま
し
た
。
子
い
事
業
で
あ
る
の
で
、

促
進
三

一

了
の
対
策
え
そ
れ
ら
業
者
が
一
く
、
用
地
取
得
費
に
つ
い
て
も
一

算
一
ン
ラ
イ
ン
、
荒
川
ダ
ム
建
設
に

一
費
で
は
新
た
に
本
会
議
等
に
出
一
た
、

常
習
冠
水
地
帯
ぺ
増
イ
図
る
よ
汁
要
望
し
ま
し
た
。

一

E
E
E
B
E
E
-

昭一

O
総

括

質

問

十

協

業

化

を

す

る
場
合
の
援
助
に
一
補
助
す
る
考
え
は
な
い
か
と
質
一

予一
伴
う
奥
御
岳
ま
で
の
観
光
ル

l
一昨
し
た
場
合
の
費
用
弁
償
制
度
一
時
の
危
険
か
所
に
つ

L
て

は

以

上

カ

、
審
査
位
置
の
大
要

一

園
週
掴
・
圃
司
圃
圃

一

昭
和
五
十
四
年
度
の
予
算
執
一つ

い
て
、
ま
た
、
中
央
卸
売
市

τた
の
に
対
し
、
今
回
の
総
合
一

一

ト

を

つ

く

っ

て

い

き

た

い

と

、
一に
つ
い
て
、
支
が
交
わ
さ
れ
一
河
川
改
修
を
促
進
し
、
万
全
の

一で
あ
り
ま
す
が
、採
決
の

2
J園
都
圃
・
園
町
圃

7
に
当
つ
て
の
基
本
的
な
問
題
一
場
が
、

2な
お
円
滑
な
迎
蛍
一計
画
の
実
施
に
当
っ
て
も
、
そ

一

円

以

一
目
下
検
討
中
で
あ
る
。

一ま

し

た

。

一

措

置

を

講

ず

る

よ

う

強

く

刑

重

一各
会
計
千
草
案
は
、

L
ず
れ
一

一
γ
し
て
、
公
文
書
の
問
題
に
つ
一
を
し
て
い
た
め
に
は
、
関
係
一の
内
容
を
市
民
が
理
解
し
て
い
一

ワ

ψ

一

北
部
へ
の
公
民
館
建
設
に
つ

一

総
務
質
で
は
、
市
長
室
関
係
て
ま
し
た
。

一も
全
長
異
議
な
く
原
告
と
お
一

採
択
一
さ
れ
た
も
の

「
て
、
市
長
の
考
え
方
を
宇
レ
一
業
者
に
よ
る
協
議
会
的
な
組
織
一
な
い
と
、

こ
れ
を
推
進
す
る
こ
一

↑

h
u同
一

い

て

は

、
五
十
四
年
度
に
用
地
一
の
食
泊
費
の
執
行
に
あ
た
っ
て
一
消
防
費
で
は
、
非
常
備
消
防
一り
、
可
決
す
る
も
の
と
決
し
ま
一
円
水
道
委
員
会
〕

「

の

に
対
し
、
市
長
か
ら
、
公
一
を
結
成
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
一
と
は
で
き
な
い
の
で
、
常
に
市

-

h
以

一

を

取
得
し
、
五
十
五
年
度
に
は
一
は
慎
重
か
つ
適
切
に
対
処
す
る
十
団
只
の
被
服
は
、
市
貨
で
負
担

τた。

ミ
Z
E
E
-

二
C
大

喜

末

処

理

場

等

震
に

り
+
文
書
の
取
扱
い
は
慎
重
に
、
間
一
と
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
幼
成
一民
の
理
解
毒
る
こ
と
に
ま
一

-

R
出

一建
設
し
た
い
。
な
お
、
そ
れ
に

了
う
要
望
し
ま
し
た
。

7
る
よ
う
、
非
常
口
の
な
い
既
一民
主
料
金
の
減
額
補
正
の
一伴

う
周
辺
監
備
事
業

実

悪

一
違
い
の
な
レ
よ
う
に
対
処
し
な
王
位
に
つ
い
て
質
し
た
の
に
対
一る
と
と
も
に
、
市
民
参
加
の
カ
一る
が
、
そ
れ
に
伴
う
経
費
が
増
一る
こ
と
。
誉
教
育
事
し
進
一
電
送
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
諸
証
明
一

民
生
貨
で
は
、
西
部
へ
の
公
一
存
の
高
層
ビ
ル
等
に
対
す
る
防
一言

理
由
で
あ
る
暖
冬

E笠
自
治
会
長

・
飯
国
正
典
ほ
か
)

よ

7
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
し
、
本
市
の
中
小
零
細
業
者
の

一
法
と
し
て
は
、
市
民
委
員
会
の
一
曲
す
る
。
こ
れ
は
県
の
方
針
で
一
め
る
こ
と
が
よ
い
で
は
な
い
か
一
票
発
行
で
き
る
行
政
セ
ン
タ
ー
保
育
所
建
設
の
促
進
室

く

一災
対
策
の
指
導

・
監

1
1め
お
よ
び
水
道
料
金
値
上
げ
等
に
一

一
で
あ
る
。
従
っ
て
、
十
分
な
亙
育
成
を
図
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
一
設
置
を
図
り
、
対
処
し
て
い
き
は
あ
る
が
、
直
ち
に
補
助
と
い

τい
う
こ
と
で
あ
噌
匂
。
今
後
な
一
ー
を
併
設
し
て
、
市
民
の
利
便
一
要
望
し
ま
し
た
。

、

一
る
よ
う
要
望
し
ま
し
f

伴
う
節
水
思
想
の
普
及
徹
底
三

F

j

j

'
(
(

』
一
省
の
上
に
た
っ
て
対
応
し
、
土
と
は
十
分
理
解
し
て
い
る
。
ま
一た
い

(4) 

予
算
特
別
委
員
会
の
審
査
報
告


